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光市医師会報

7月の医師会長

7月 5日（水） 山口県医師会保険ミーティング （徳山医師会病陶

山口県医師会長 ・届lj会長・理事を迎え、周南3市医師会合同で

保険改訂にf~う、諸情勢 ・ 角献を有織的に討説

6日（木） 学校保健委日会 （三井小）

生活習世明白、歯周病などの指導 ・ 討；·~
9日（日） 休日診療所 （あいぱーく）

外来 1 6名。（ほとんど小児科）

1 0日（月） 介護認定審売会 （あいば一く）

認定審査 25名。

1 1臼ωく） 理事会 （医師会事務局）

全員出席し、討議事項5件、承認、事項4件の検凡

1 3日（木） 保険集開指導 （山口県総合保健針官）

2 0 Fl （木） 中国新聞社取材・・・少子化と小児科医不足について

医師国保組合会 (IIJIJ県医師会）

山口県医師連盟執行委員会 （山口県院師会）

27打（木） 光市国民保護述絡協議会 批市役ffl)

弾道ミサイル・テロリズムに対する光市での対応を策危

産前桧術京会 （シエロ ディマーレ）

森永敏夫公認会計tの f医療法人制度の改正jについての講演に

続き、バンド演奏を聞きながら、会員の相互親睦をはかる。

7月の医師会活動
I . 11 （火） 7月 ・定例用事会

II. 27 （木）光医師会納涼懇親会

定例理事会

臼時：平成18年7月11n ＜火）午後7時30分～

議題：

l.報告事項
l.郡市医師会長会議（6/15)
2.地域医療支援病院審議会（6/22)

3. AED講習会（6/21)

4.郡市医師会救急医療担当理事協議会（7/6) 

5.高齢者保険担当理事協議会

資料（わ 1.郡市医師会長会議

日時：平成18年6月15日（木）午後3時

l中凶四国医師連合会総会報作

介護保険

地域包括支援センターの状況について

療長病床の再編について

区療保険

在宅療養支援診療所について全国で一万件

ニコチン依存症について

リハビリテーションについて時間を区切る

学校・地域保険

基本健康診査のチェックリストについて

AEDの研修について

医業経営

看護職員碓保について

2.社会保険医療担当者指導計画
2 集団指導 7/13・7/20

（医師会事務所）
（シエロ ・ディマーレ）

場所：医師会事務M

（河村会長）

（河村会長）

（丸岩坪．ギ）

（兼治理事）

（平岡理事）

場所：山口県俣師会
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個別指導 9/14（徳山．店国）

3.医師確保対策について，県医師会の取り組みについて

・ドクターバンクの運営

－勤務医

・山口県産療対策協議会

県医師会員子弟に対して情報誌配布→紹介

県医師会良子弟に対して県内移住の呼びかけ

助成金制度あり

4.郡市医師会からの立凡・要望

療養病床の再編について（玖周郡）

診療報酬改定の逆風における医師会の対応（山口）

診療報酬改定（リハビリ関連）（山U)

苦情相談事例の取扱 57件中、医療案件一例（小野田）

周東病院の小児科慌について（柳井）

5.ケアマネタイムアンケートの実施について

資料② 2.平成18年度第1団地域医療支擢病院審議委員会

日時・平成18年6.J=l22 fl （木）19時 場所：徳山医師会病院会議室

l.医療機能分化推進事業実施計画

3年計両の3年目の受託事業

（ 周南医療閣の平均的涜H数短縮に向けての事業

（徳山医師会病院の門標値・・ ・251:1以下。 Hl6 33.0日 Hl729.5日）

2.病院運営実紛(1117)

回復期リハビリテーション稼働率 70.6%

一般 72.0% 

療養病床 84.0% 

3. Hl8事業計画

医療機能評価機構 Version4(5年間）取得

循環器・消化器・麻酔科医師の全国公募

4.診療報酬改定に伴う影響について

外来 企2,150万flJ／年

入院一般 企2,000万

療養 A(8,000方＋2,500万） 計一億8,300万円／年

開放型 企350方

食事療養 企3,000万

資料③ 4.郡市医師会救急医療担当理事協議会
（ 日時： 18年7月6H 場所：県医師会館

開会

会長あいさつ

協議題

1.メデイカルコントロール体制（救急業務高度化の進捗状況）について（吉賀）

2.新しし、日本版殺急蜂1:ガイドラインについて（笠岡）

3.医師会.－＼CLSコースの現状と問題点、について（弘山）

4.小児救急医療について（忠！：）

5.熱中症に閲する疫学調査への協力について（山大）

6.その他

閉会

［関係出席者］

山口大学医学部附凪病院

先進救急医械センター講師考委岡俊志

LI r r 1県健康福祉部！宗務保険課企凶i監恵上博文

主幹安村芳武

主任宮城浩二

山口県総務部防災危機管理課主査吉賀俊雄

［県医役員］

会長雌原作

副会長木ド敬介
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常任理事佐々木美典

理事弘山直滋

理事高忠雄

理事井上裕二

常任理事演本史明

常任理事吉本正博

常任理事加藤欣士郎

資料ぽ） 5.郡市医師会高齢者保険担当理事協議会 平岡博理事慶回修代理出席

日時；平成18年6月29日（木） 場所：山U県医師会館

協議事項

1.基本チェックリストについて（基本健康診断時）

I.いろいろな問題点が各郡市より指摘されたが、結局不本意ながら国、市の提案どうり協力する郡市医師会が

ほとんどを占めた。

II.岩国医師会では、市と話し合いで今のところ、基本チェックリストを向紙で提出する場合もあるとのこと。

産婦人科、小児科の先生で介護保険のことがまったく、わからない先生もいらっしゃるとのことで

国． だれが特定高齢者になるかは、最終的に市が決定する。

基本チェックリストの判定に関しては医師が責任を問われることはない。

2. がん対策について

3.がん登録に対する協力ついて

2006. 7 

4 標準的な健診。保険指導のあり万について （ 
I. 75歳以下の方については、メタボリツクシンドロームに指導の重点をおく。

Il .平成20年より健診の実施主体を市町村より医療保険者に移す。

医療保険者に移すことにより、健診、保険指導は民間事業者への委託が想定されている。

財務省は健診をつぶしたがっているようで与す。

厚生労働省は今までの健診は効果なしと判定したようです。
5.がん精密検査機関申し出について

肺がん検診に関してもめたが、結論は出ず、従来通り

山口市医師会は CT気管支鏡ともに施行できる施設しか認めないべきと主張

徳山医師会は医師会病院とのからみがあるため、一律的にはしないで欲ししせ主張

（自分の医院にはなくとも医師会病院のCT、気管支鏡は自分の医院の設備と同様に使用できるため）

II. 納涼懇親会
日時：平成18年7月27日（木）18:30～ 場所：シエロ・ディマーレ

税務講演

新医療法人制度について

（第5次医療法改正での医療法人制度の改正点）

平成18年 7月27日（木） 公認会計士森永敏夫

改正の概要（医療法人制度関通

1.背景と必要性

(1）医療界への桝式参入問題 ：非営不lj性の徹底

（沙公立病院の財此悪化問題 ：官から民への流れ

2.医療法人制度改革の骨了

(1）医療計画に位置づけられたへき地医療、；J、児救急医療等公益性の高い医療サ）ピスを担うべき新たな医療

法人類型（「特会医療法人J）の創設等

(2）出資郷即支法人を制度化し、法人の残余財産の帰属先の制限等非営利性の確保

(3）医療法人のガノ〈ナンスの強化簿

3施行

平成19年 4月1同施行係員1D

（朝外診療所の見直しは平成19年 1月1日施行など個別に施行日が異なるものもあるので留意のこと）

4.改正後の医療法人制度の体系

医療法人には財団と社団がある。

4 
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（！日） 〈新）

特別医療法人
5年以内に申書青

社会医療法人

..... 
都道府県知事の認定

持分ある社団医療法人｜ 自主的な移行ができる。 I 
（施行日以後申綿可を〉

出資額限度法人

受けるものぽすべて
出資額限度法人）

特定医療法人は、医療法ではなく租税糊Jj措置法により規定されている。

（国税庁長官の承認による。）

5.改正事項（医療制

(1）第40条の二

医療法人について、士搬における医療の重要な担い手としての役割を積樹守に果たすなど責務に関する規

定（倫理規治

ω第42条

医療法人が痢涜、診厩庁文は介護老人保健施設の業務に支障のなし、限り行える業務として、有料老人ホー

（ ムの設置等を訓

( 

（訪第42条の二第1項 ・第2項

社会医療法人制度の右lj設

糊数

・公益性の高い医療を担う。

－相会医療法人債が発行できる。

．収益事業ができる。

医療法人では他に特別医療法人ができる。

第54条の二～7・8、第64条の二

社会医療法人債の発行・募楽等に関する規定

(4）第44条第4項、第50条第4項

［参考］

残余財産の帰属先について

医療法人が定款又は寄附行為をもって残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合等には、そ

の者は、国若しくは地方公共団体文は医療法人その｛也の医療を提供する者で、あって厚生労儀峰、令で、定め

るもののうちから選定されるようにしなければならない。

規定を設ける場合国等その他公益性のある医療法人に帰属

規定を設けない場合国庫に帰属（第56条第2明

既存法人の残余財産の帰属先

医療法附属第10条

新医療法第44条第4項の規定は、施行日以後に申請された同条第1項の認可について適用し、施行目前

に申請された同項の認可については、なお従前の例による。

施行目前に設立された医療法人又は施行目前に医療法第44条第 1項の規定による認可の申請をし、施行

日以後に設立の認可を受けた医療法人で、あって、施行日において、その定款文は寄附行為に残余財産の帰属

すべき者に関する規定を設けていないもの又は技余財産の帰属すべき者としての新医療法第44条第4項に

規定する者以外の者を規定しているものiこついては、当分の間倣託子日以後に残余財産の帰属すべき者として

定款又は寄附行為の変更をした場合は、その認可を受けるまでう新医療法第50条第4墳の規定は適用せず、

旧医療法第56条の規定は、その効力を有する。

(5）第46条の二第3項

役員o)f捌

第64条の四

監事の耳接手会の規定を設けた。

2006. 7 
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（ω第48条の＝三

社団医療法人の社員総会についての規定

第48条の四

社員は各寸国の謝夫権をイ1ーする

(7）第49条、第49条の：、第49条の二、第 49条の四

財I・Iii実療法人の評議以会ドついての規定

(8）第 51条

侭療法人が作成する’J_i:来十11~~］： i肝版ひ瞥事等の作庁 i-るE主任報告芹についての焼定

(9）第51条のー

医療法人、社会医療71，人、初；道府県知事のそれぞれにつし、て市業報作書等の閲覧：こl制－る焼定を設ける。

6.1民放出入の設立

(1）、！＇1&19年4月 1fl riliに設＂r認可申請

（文11:出資鯛1艮度法人出lj｝支べ乃店主変的

くI).!1(1T.Mliの法律により1没イ／：することができる。

②／J l資制1即支法人形式で日訂正 ・移f汁る場合

ω、jlJ1比19年 4月 1日以後にn立川出口J申詰

（文は間資繍1即支法人制［:f{戸、ω応；：＇k変却をする場合

'1>1 \f"i綱初支法人制度て’しれ及、，＇L~日I申請ができない
白山資榔即吏法人制支に移ffする場合

移行時の課税の関係現状では明らか：こされていない

〈参考〉

』＆叫備から認可まで前J引かかるのが通常

都道府県によって医披法人1没仰l-1Ji1/をできる時期が決去っていて、それ以外のa!FWIに1没収111,mを行う こと

ができないので、県にその時期金術認し準備する。

7.ri~干畑区J係

新；j;IJ度にお；tる医療法人の税；IJIJ上の扱い

や；年の年末に明らかiこされる｝l.i邑し

((]:) J ：記O)Hl資郷艮度法人は、 A駅伝拠出i型法人とし、うようにJi!.•附されている場合もある。

2006. 7 
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小児科クリニック開業にあたって

松島こどもクリニック

松島寛先生

本年5月に光井でソ卜児科クリニックを開業しました松島です。開業にあたり一言述べさせていた

だきます。

平成5年に山口大学を卒業以来、小児科医として研鎖してまいりました。開業前の本年3月まで

2006. 7 

は柳井市の周東総合病院に勤務し、柳井地区の一次 ・二次医療に従事してまいりました。少子化の .,. 

ため、子どもの数は年々減少しているものの、親御さんが比較的早期に医療機関にかかろうという ＼ 

意識が高まってきたためか、昼夜を問わず患者さんがたくさんいらっしゃいました。そんな勤務医

時代から、小児科ホームドクターとしてのプライマリーケアの重要性を強く感じておりました。小

児の患者さんはまず小児科を受診されることが多く、それゆえ訴えは多岐にわたります。私一人で

すべてが解決できるわ、ナではなく、臨床各科の先生方のおカをお借りしながら、患者さんにとって

よりよい解決方法を探していきたいと思し1ます。近年小児平服不足により小児科勤務医の激務が問

題祝されており、問題解決には小児科開業医の頑張りが重要であろうと認識しております。

まだまだ臨床経験も不十分ですが、「町のお医者さんJを目指して頑張りたいと思っています。医

師会の先生方のますますのご指導ご鞭捷の程、よろしくお願い致します。

〆鰻友金総色／『 成績表
f’ー＼： 平成18年7月9日（日） 於）周南カントリークラブ

一」量
氏名 OUT IN Gros Hdcp Net I )Ii兵｛立

守ムー l恭統 5 0 4 l 9 l 1 4. 0 7 7 。
森本開士 42 42 84 5. 0 7 9. 0 2 

綴山宏 45 45 9 0 1 0 0 8 0. 0 3 

藤本キト 5 1 44 95 10 0 8 5. 0 4 

守悶忠正 48 49 9 7 1 2. 0 8 5. 0 5 

河崎婆助 50 5 7 1 0 7 2 0. 0 8 7. 0 6 

｜場近 ~ 50 50 1 0 0 1 3. 0 8 7. 0 7 

前m昇一 5 J 5 2 ] 0 3 1 1. 0 9 2. 0 8 

諏訪高志 50 5 l l 0 1 9. 0 9 2. 0 9 

兼f青 照 久 4 6 54 1 0 0 8. 0 9 2. 0 J 0 

藤本茂樹 60 5 8 1 1 8 2 2. 0 9 6. 0 1 l 

守＊ E手手 49 48 9 7 0. 0 9 7. 0 1 2 

佐々木博信 5 3 45 9 8 0. 0 9 8. 0 1 3 

南典文 5 7 67 1 2 4 2 3. 0 1 0 J 0 1 4 

久保田穣 54 5 3 1 0 7 o. 0 1 0 7. 0 1 5 
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受付

月 日

7 3 

7 

1 0 

1 l 

] 4 

2 1 

2 2 

25 

28 

3 1 

連絡事項

発送設号 通達文書名

山医発252 「平成16年度山口県学校心臓検診報告書事Jの送付について

山医発25 8 厚生労働省「第2回標準的な検診 ・保健指導の在り方に関する検討会Jの資料送付について

山医発260 Sf＇－成 18年版会員名簿の配布について

山医発263 予防接種実施医長期間の調査について

山医発264 地域支援事業の実施について

山医発26 1 郡市医師会医療情報システム担当理事協議会の開催について

山~発259 ORCA （日レセ）体験 ・研修会の関僚について

山口県医師会 平成18年度改定に対する「緊急レセブト調査Jへのご協力について

山消検 10 第43回山口県消火器がん検診講習会の開催について

111口県医飾会 fジェネリック~薬品に関わる緊急調査J への協力のお願い

山u県医師会 療養病棟入院基本料2および有床診療病床入院基本料2に関する告示 ・通知の送付について

山医発27 9 インフノレエンザワクチンの安定供給対策について

事務連絡 電子化力日算の施設基ーヰ4のついて

山口県医師会 使用主主剤の薬価等の一部改:ifについて

検貸料の点数の取扱について

石綿健康被害手帳に関する留意事項の周知にかかる協力について

「僚養病糠入院基本料2J 「有床診療所療養病床入院基本料2Jに係る留意事項通知、海設基準告示 ・通知

等に｜刻するQ&Aの送付

山医発302-2 母体保護法による設備指定通知

山医発29 7 第 19田健康スポーツ医学講習会の開催について

リi医発29 8 山口県医師会警察医会の設立について

山医発29 9 多弗1]1耐性緑膿菌を始めとする院内感染防止対策の徹底について

山医発300 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について

山医発30 1 第 5次「山口県保健医療計画j の送付について

山医発304 山口県医師会学校医部会の設立について

山医発30 6 改訂二版救急、蘇生法の指針について

期宇佐：3 「ダメ。ゼッタイ。 j 同連支援募金への協力のお願いについて

山口県医師会 山口県男友共同参画審議会委員の公募について

山医発309 平成18年第2期分生命保険団体事務費の配分及び団体事務費に関する消費税の送金について

山医発31 2 第 37系金闘学校保健 ・学校医大会参加申込について

f健やか親子21J推進検討会・・・「妊婦にやさしい環境づくりj

マタニティマーク
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全国的に、少 f化・高齢化が進む中、光市は「親と子にやさししリまちづくりに取り組んでいる。さらに、
AED講督会など高齢者も「安心して住める」まちづくりをめざし、努力しているところである。医療・行政
・市民、各方面の協力が不可欠である。明るい将来に向け、頑張っていきましょう。

5月に松島先生がご開業されました。小児科が全国的に少ないのですが、当地は恵まれています。
暑い夏、政治も変わろうとしています。夢と希望は

持ち続けていきたし、ものです。 ｜発行所光医師会
TEL(0833) 72-2234 
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